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建設関連業務の委託契約に係る条件付一般競争入札及び 

指名競争入札の最低制限価格制度に関する事務処理要領 

 

 （趣旨） 

第１ この要領は、建設関連業務の条件付一般競争入札及び指名競争入札における最低制限価格制度

の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２ この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 最低制限価格制度 地方自治法施行令第 167 条の 10 第２項（第 167 条の 13 において準用す

る場合を含む。）の規定に基づく、「契約の内容に適合した履行を確保するために特に必要がある

と認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をも

って申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格

をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることが

できる」場合において、最低制限価格を設ける制度をいう。 

(２) 入札額 地方自治法施行令第 167 条の 10 第１項（第 167 条の 13 において準用する場合を含

む。）の規定に基づく、「一般競争入札により工事又はその他についての請負の契約を締結しようと

する場合に申込みをした者（以下「入札参加者」という。）の申込みに係る価格をいう。 

(３) 契約担当者 会計規則（昭和 39 年岩手県規則第 15 号）第２条第 10号に規定する者をいう。 

 (４) 本庁各課等 岩手県知事部局行政組織規則（平成 13 年岩手県規則第 46 号。以下「規則」と

いう。）第 11条第１項及び第 12 条第１項に掲げる本庁の各課等をいう。 

 (５) 地方公所 予算規則（昭和 39 年岩手県規則第 12 号）第２条第２号に規定する地方公所をい

う。 

 (６) 広域振興局等 規則第 18 条第１項の表に掲げる広域振興局、第 20 条第１項の表に掲げる地

域振興センター及び第 21条第１項に掲げる総務センターをいう。 

 （最低制限価格の設定） 

第３ 最低制限価格は、予定価格に０．８を乗じて得た額（以下「基準値」という。）を基準とし、基

準値に無作為に発生させた係数を乗じて得た額で、基準値の９９パーセント以上１０１パーセント

以下の範囲内の額（１万円単位）とする。 

２ 前項において定める最低制限価格は、予定価格調書に記載するものとし、さらに、当該最低制限

価格に 100分の 110を乗じて得た金額を「（最低制限価格（税込）○○円）」と記載するものとする。 

  また、予定価格調書には最低制限価格の算定の根拠になる設計価格の内訳（最低制限価格算定内

訳書）を添付すること。 

 （入札参加者への周知） 

第４ 委託業務の入札執行を所管する本庁各課等の長又は広域振興局等入札担当の長は、最低制限価

格制度の円滑な運用を図るため、設計図書に指名競争入札による場合は指名競争入札心得、条件付

一般競争入札による場合は条件付一般競争入札心得を添付し、入札に参加する者に周知するものと

する。 

（最低制限価格による判定） 

第５ 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内の価格で、かつ、最低制限価格以上の価格で入札した

者のうち最も低い価格の者について、条件付一般競争入札による場合は落札候補者、指名競争入札
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による場合は落札者と決定するものとする。 

 

  附 則（平成 21 年６月 29日付け建技第 218号） 

  この要領は、平成 21年７月１日から適用する。 

  附 則（平成 22 年６月 29日付け建技第 264号） 

  この要領は、平成 22年７月１日から適用する。 

  附 則（平成 23 年３月 22日付け建技第 857号） 

  この要領は、平成 23年４月１日から適用する。 

  附 則（平成２４年３月２３日付け建技第６１５号） 

  この要領は、平成２４年４月１日から適用する。ただし、「土地改良事業用地調査等請負業務事務

処理要領」（農林水産省農村振興局所管）に係る業務のうち補償関係コンサルタント業務の項、「設計

業務の価格積算基準」（農林水産省農村振興局所管）、「森林整備保全事業の調査・測量・設計等を外

注する場合の取扱要領」（林野庁所管）及び「漁港漁場関係事業工事費算定基準」（水産庁所管）に係

る業務のうち土木関係建設コンサルタント業務の項の適用については、なお従前の例による。 

  附 則（平成２４年７月９日付け建技第２２１号） 

  この要領は、平成２４年７月１１日から適用する。 
附 則（令和元年９月９日建技第 342号） 

 １ この要領は、令和元年９月９日から適用する。 

 ２ 改正前の消費税法及び地方税法が適用される建設関連業務については、なお従前の例による。 

 


